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書式第4号 (法第44条・51条関係)

認定基準等チェック表  (第 1表 絶対値基準用 )

(注意事項)

・ 実績判定期間とは、申請書提出の直前に終了した事業年度の末日以前2年 (初 回のみ2年、更新は5年)内に終了した

各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から申請書提出の直前に終了した事業年度の末日までの期間です。

例えば、3月 決算法人が24年 6月 に申請書を提出する場合、過去 2年内に事業年度の変更を行っていなければ、実績

判定期間は初めて認定を受ける法人の場合は22年 4月 1日 から24年 3月 31日 (更新時は5事業年度)と なります。

・ チェック欄には、この表の各欄の記載を終了し、基準を満たしていることを確認したら「チェック欄」にチェックを

記載してください (第 2表以下についても同様です。)。

・ なお、認定書査の過程において、年3,000円 以上の寄附者の数の算出根拠について確認させていただく場合があり

ますので、寄附者の数の算出根拠を示す書類を法人の主たる事務所に確実に保管するようお願いします。

法人名 特定非営利活動法人 JHP.学校をつくる会 実績判定期間 平成 25年 4月 1日 ～平成 30年 3月 31日

実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円 以上である寄附者の合計

数が年平均 100人以上であること

【留意事項】

1 寄附者の氏名 (法人にあつては、その名称)及びその住所が明らかな寄附者のみを数えてください。

2 寄附者の数の算出に当たっては、寄附者本人と生計を一にする方を含めて一人としてください。

3 役員及びその役員と生計を―にする方が寄附者である場合、それらの方を寄附者の数に含めないでください。

【寄附者名簿チェック欄】

図 寄附者の氏名 (法人にあつては、その名称)及びその住所が明らかな寄附者のみを数えていますか。

図 寄附者の数の算出に当たって、寄附者本人と生計を一にする方を含めて一人としていますか。

図 役員及びその役員と生計を一にする方が寄附者の場合、それらの方を寄附者数から除いていますか。

上記の相で「いいえ」にOがついた場合は、下記の相で判定 してください。

○ 実績判定期間内において、寄附金額が年 3,000円 以上の寄附者の数が年 100人未満の事業年度
がある場合は、下欄により、年平均 100人以上かどうかを判定してください。

年 3,000円 以上の寄

附者の数

③ ⑤ ◎ ① ◎ ① 合計

人 人 人 人 人 人 A 人

実績判定期間の月数
一月未満の端数がある場合は、一月に切 り上げます。

B 月

×  12
人 ≧ 100人実績判定期間の年 3,000円 以上の寄附者数

実績判定期間の月数

↑

小数点以下は切り捨てます。

実績判定

期間内の

各事業年度

◎ ⑮ ◎ ① ◎ ①

平成25年 4月 1日 平成26年 4月 1日 平成27年 4月 1日 平成28年 4月 1日 平成29年 4月 1日 平成 年 月 日

平成26年 3月 31日 平成27年 3月 31日 平成28年 3月 31日 平成29年 3月 31日 平成30年 3月 31日 平成 年 月 日

年 3,000円 以上の寄附

者の数が 100人以上で

ある

・いいえ 。いいえ
′
~́ヽ

くり`・いいえ はい 。いいえ

A
人

B
月

自

至

〇・ヽいいえ 〇・ヽいいえ

チ ェ ッ ク 欄

√
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書式第6号の① (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 2表 )

(注意事項)

③については、小数点以下第3位を切り捨てた数値を記載してください。

法人名 特定非営利活動法人 JHP・ 学校をつくる会 チェッタ欄

2 実績判定期間における事業活動のうち次の活動の占める割合が50%未満であること ´

イ 会員等に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供 (以下「資産の譲渡等」という。)、 会

員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動 (資産の譲渡等のうち対価

を得ないで行われるもの等を除く。)

日 会員等、特定の団体の構成員、特定の職域に属する者、特定の地域に居住し又は事務所その他こ

れらに準ずるものを有する者その他便益の及ぶ者が特定の範囲の者である活動 〈会員等に対する資

産の譲渡等を除く。)

(注意事項)特 定の地域とは、一の市区町村の区域の一部で地縁に基づく地域をいいます。

ハ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動

二 特定の者に対 し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動

実 績 判 定 期 間

すべての事業活動に係る金額等 ①

(指標)

690,009,484円

①のうちイ～二の活動に係る金額等 ② 11,203,361円

⇒②ヘ

基準となる割合

(② ―①)

③ 1.62%

イ

会員等に対する資産の譲渡等の活動 (対価を得ないで行われ

るもの等を除く。)に係る金額等
④

0円

会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会

員等である活動に係る金額等
⑤

0円

ロ 便益が及ぶ者が特定の範囲の者である活動に係る金額等 ◎ 11,120,031円

ハ 特定の著作物又は特定の者に関する活動に係る金額等 ① 83,330円

特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求

める活動に係る金額等
◎

0円

合  計   (④ +⑮ +◎+① +◎ ) ① 11,203,361円
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書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表 ) (初葉)

(注意事Q
・ 認定基準等チェック表 (第 3表)は、法第

“

条第1項に基づく書類 (役員輌酬規程等提出書類)の提出時においても記載及び添

付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第関条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書奨Dに記載した事項について、

添付を省略することができます。

法人名 特定非営利活動法人 JP・ 学校をつくる会 チェッタ欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等

回 各社員の表決権が平等であること

′

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

(注 1)

(注 2)

各欄の人数等は、第3表付表 1「役員の状況」から転記してください。

Cttα〕こついては、′]Ч駐点以下第2位を切り捨てた数値を記載してください。

ロ

項  目

区  分

役員数

最も人数が多

い「親鮮 」の

グループの人

数

割 合

(②―①

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグノレ~プの人数

害」 △

(④―③

① ② ③ ④ ⑤

③ 平成25年 4月 1日～平成%年 3月 31曰

13人 2人 15.3% 0人 0%

⑮ 平成26年 4月 1日 ～平成27年 3月 31日

14人 2人 14.2% 0人 0%

◎ 平成27年 4月 I曰 ～平成28年 3月 31日

14人 2人 142% 0人 0%

① 平成28年 4月 I曰 ～平成29年 3月 31日

13人 0人 0% 0人 0%

◎ 平成
"年

4月 1日 ～平成∞年 3月 31日

13人 0人 0% 0人 0%

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
12人 0人 0% 0人 0%

各社員の表決権が平等である ④ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申請時

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

|まい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

|まい

いいえ

上記を証する書類の名称とその内容等



ハ

0醸 当する項目を0 で
1囲み_監査証明書又は第3表付表2「帳簿組織の状況」を添付してくださしヽ

項
日

【 ③ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申請時

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

はい は い は い は い はい はい

いいえ

は い

帳簿書類の備付け、取引の記録及び限簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行っている いいえ いいえ

/~ヽ

リ
いいえ いいえ いいえ

はい

いいえ いいえ

項
日

【 ④ ⑮ ◎ ③ ◎ ① 申請時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有・Q 有・① 有・○ 有・① 有・① 有・無 有・@

ヽ ン

第3表 (次葉)

(注意中Q
認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第%条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、改

めて記載する必要はありません。

「認定基準等チェック表」(第 3表)記載要領

○ 二において、「費途が明らかでないもの」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費総が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

明らかにしない支出がある場合も、当然に「費近い`明らかでないもの」があることになり、認定を受けることはできません。

ヽノ

項 目 記 載 要 領 注 意 事 項

イの各欄 区分欄の「④～①」の各欄には、実績判定期間の各事業

年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の)閃兜 を記載して、「①」、「②」

及び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

口の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

|ま 「定款 (又は会員0第○条に『各正会員の表決権は、

平等なものとする』と規定」のように記載します。

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに記載します。

,\D&a 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から「①」については、イに記載する各期

間 (「○」から「①」)を示したものです|。

① 「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の [は墜上

に「○」した場合には監査証明書を添

付 してくださし、

② 「帳簿書類の備付け、取引の記録及

び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

じて行っている」の 「はし こ 「

した場合には、第 3表イ寸表 2 「I限簿組

織のツd足|を記載し添付してくださ

と二

二の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から「①」については、イに記載する各期

間 (「④」から「①」)を示したものです。

記載要領の補足

∩ヽ
_/

`〔

7ヽ

▼ ① ①



書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第 3表付表 1

法人名
特定非営利活動法人

JHP・ 学校をつくる会
③ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

役  員  数 13人 14人 14人 13人 13人 人 12人

2人 2人 2人 0人 0人 人 0人

0人 0人 0人 0人 0人 人 0人

役 員 の 内 訳

″ヽ

V

就 任 等 の 状 況

氏  名 住  所 職名 続柄等
④ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申請時

就任・退任

年月日

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

平成 12年 11月 8曰 就任

平成 12年 11月 8曰 就任

平成 12年 11月 8日就任

平成 12年 11月 8日 就任

平成 12年 11月 8曰 就任

笹平美江子

今川 純子

佐伯 蘭子

山岡 修一

佐谷 隆一

理 事

理 事

理 事

代表

理事

副代表

理事

○

○

○

平成 12年 11月 8日 就任

平成 28年 3月 31日 退任

平成 12年 11月 8日 就任

平成 14年 4月 1日 就任

平成 23年 1月 11日 就任

平成 28年 3月 31日 退任

平成 24年 4月 1日 就任

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

理事

理 事

理 事

理 事

理事

松本 伸夫

脇田 知子

吉岡 健治

今川 幸雄

青野 達司

○

○

○

○

○

○

○

○

○

平成 24年 10月 26曰 就任

平成 30年 5月 31日 退任

平成 12年 11月 8曰 就任

平成 26年 8月 31日 退任

平成 24年 4月 1日 就任

平成 28年 3月 31日 退任

平成 26年 4月 1曰 就任

平成 26年 9月 1日 就任

平成 28年 5月 12日 就任

平成 28年 5月 12日 就任

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

_|

○

○

○

○

理事

監事

監事

理 事

理 事

監 事

理 事

青木 一能

中本 順夫

立石 義明

岩本 宗孝

櫛田 正昭

伊藤 多榮子

中込 祥高
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書式第9号 (法第44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

(記載要1わ

「伝票又は帳簿名」欄は、例えば「入金伝票」、「出金伝票」、「振替伝莉 、「現金出卿呻ユl、 「総勘定元帳」などのように配載します。

「左の帳簿等の形態」欄は、「単票」、「ルーズリーフ」、「装T帳簿」などのように記載します。

「記帳の時期」欄は、1■時」、「毎日」、「―週間ごと」のように記載します。
.認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した内容に変更

がないときは、添付を省略することができます。

法人名 特定非営利活動法人JIP・ 学校をつくる会

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 詞帳の時期 保存期間

総勘定元帳

会計ソフト(会計王)使用

ル・ガリーフ
週 1回 10年

仕訳日記帳
会計ソフト(会計三)使用

′匠ガリーフ
週 1回 10年

現金出納帳
手書き

ル̈ス
゛
リーフ

都度 10年

棚卸表

表計算ソフト(EXCEL)使用

′)・-1ラ
t｀ リブ

週 1回 10年

賃金台帳
表計算ソフト(DCED使用

ルース
゛
リーフ

月 1回 10年

振替伝票

単票

都度 10年

現金入金伝票
単票

都度 10年
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書式第 10号 (法第 44条・51条・58条関係 )

認定基準等チェック表 (第 4表 ) (初葉)

(注意事Q
・ 「認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第関条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載

及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表 (次葉)」 (ハ及び二)の記戦及び添付の必要はありま

せん。
・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第

“

条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項につい

て、添付を省略することができます。

法人名 特定非営利活動法人ЛP・ 学校をつくる会 チェック欄

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行っていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法

人と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当

法人の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う

者、上記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上

であること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

イ

ロ

項 目 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申言
‐
割寺

宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者

を教化育成する活動
有。③ 有 4心

ニヽン 有・① 有・① 有・① 有 。無 有・①

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれ

に反対する活動
有・③ 有・① 有・① 有。

① 有・④ 有 。無 有。①

特定の公職の候補者若しくはノ′ヽ職にある者

又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに

反対する活動

有・① 有。① 有・① 有・① 有・⑪ 有 。無 有。①

項 目 ① ⑤ ◎ ① ◎ ① 申罰罰寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対

する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他

役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供

与の有無

有・① 有・① 有・① 有てD 有・① 有・無 有くЭ

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別の禾I溢の供

与の有無

有てD 有・① 有・① 有・① 有〈Э 有・無 有①

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特別の禾I」益の供与の有無
有てD 有・⑩ 有・① 有てD 有・① 有・無 有〈Э

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の僕補者若しくは公職にある者に対する寄附の

有無

有・① 有・① 有・① 有(D 有。① 有・無 有(3

/
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(第 4表 次葉)

(注意事]D

・「認定基準等チェック表 (第 4表 次葉)」 0ヽ及び二)は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時

には記載及び添付の必要はありません。

・「ハ及び二」の3こついては、小数点以下第3位を切り捨てた数値を記載してください。

項
曰

【 実績判定期間

事 業 費 の 総 額 ① 690,009,484円

特定非営禾1括動に係る事業費の額 ② 690,003484円

特定非営禾1括動の割合 (②二①) ③ 1(Ю%

ハ

注・rハ」について、事業費以外の

指標により言十算を行う場合に

は、使用した指標及び単位を

記載してください。
・損益計算書により算出した場

合については、記載要領の注

意事項をご確認ください。

使用した指標 単位

算出方法を墓埜鍾墜示す資料を

添付 してください。

項
曰

［ 実績判定期間

受 入 寄 附 金 総 額 ① 593,477,550円

受入 寄附金総額 の うち特 定非営

利 活 動 に係 る事業費 に充 て た額
② 593,477,550円

受入寄附金の充当割合 (②―①) ③ 1∞%



｀ ノ

つ

書式第11号 (法第44条・51条・58条関係)

役員等に対する報酬等の状況 第4表付表 1

(注意:事Q
「役員等に対する輌酬等の状況 (第 4表付表 1)」 は、法第55条第 1項に基づ〈書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時には記

載及び添付の必要はありません。

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第
"条

第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、

添付を省略することができます。

法人名 特定非営利活動法人ЛP・ 学校をつくる会

役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特

殊の関係 い )にある者 (以下「役員等」という)に対する報酬又は給与の支給等 (実績判定期間及び申請書の提

日から で こ行った取 について以下の項目を記載してくださ

しヽ

(注 1)「特殊の関係」とは次に掲げる関係をいいます。

① 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係

② 使用人である関係及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している関係

③ 上記Э又は②に掲げる関係にある者の配偶者及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を―にしている関係

1役 員に対する報酬又は給与の支給

2 役員の親族等 に2)である職員に対する給与の支給

受給者の氏名等 役員との関係 支 給 期 間 等 支 給 金 額

該当者無し 円

円

円

円

円

円

(注 2)「役員の親族等」とは、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係にある者をいいます (「特殊の関係」

は (注 1)参照)。

3 給与を得た職員の総数及び総額

集 計 期 間 平成 %年 4月 1日 ～ 平成Ю年 10月 11日

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

獨 人 129,580,087円

氏 名 職 名 支 給 期 間 等 支 給 金 額

平成 28年 5月 12日

～ 平成 30年 10月 11日
6e5) lo,zze,lls Fl

円

円

円

円

円



書式第 12号 (法第 44条・51条・58条関係 )

役員等に対する資産の譲渡等の状況等 第4表付表2(初葉)

法人名 特定非営利活動法人 JIIP・ 学校をつくる会

1 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と

特殊の関係 ③ にある者 (以下「役員等」という)又は役員等が支配する法人に対する資産の譲渡等 (塞績判

定期間及び申請書の提出日を含む事業年度開始の日から申請書の提出の日までに行った取引等)について以下

の項目を記載してくださし、

(注)「特殊の関係」とは次に掲ずる関係をい0ヽます。

① 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係

② 使用人である関係及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している関係

③ 上認⊃又は②口滸ずる関係にある者の配偶者及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を―にしている関係

(1) 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

(2)資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

取 引 先 の 氏 名 等
法 人 と の

貸 付 資 産 の 内容
貸  付

年 月 日
対 価 の 額 そ の 他 の 取 引 条 件 等

関 係

な し 円

取 引 先 の 氏 名 等
法 人 との

関   係
譲 渡 資 産 の 内 容

譲  渡

年 月 日
譲 渡 価 格 そ の 他 の 取 引 条 件 等

別紙 円
‥ヽ′

｀ ン

∝意事Q
・ 「役員等に対する資産の譲渡等の状況等 (第 4表付表 2)」 は、法第

“

条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提

出時には記載及び添付の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項につい

て、添付を省略することができます。



別紙

(1)資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

V

V

取 引 先 の 氏 名 等
法 人 と の

関   係
譲 渡 資 産 の 内 容

譲

年

渡

月  日
譲 渡 価 格 そ の 他 の 取 引 条 件 等

カレンダー販売
25.4.1～

30.10.11
90,000円

市場価格 日本 :500円

カンボジア :5ドル

ネパールグッズ販売 25.11.5 1,500円 市場価格

カレンダー販売
25.4.1^

30.10.11
21,000円 市場価格 日本 :500円

カンボジア :5ドル
ポス トカー ド販売 25.12.1 1,000円

カレンダー販売
25.4.1～

30.10.11
5,500円

市場価格 日本 :500円

カンボジア :5ドル

書籍販売 26.8.5 734円 市場価格

カレンダー販売 26.10.15 5,000円
市場価格 日本 :500円

カンボジア :5ドル

書籍販売 25.6.11 1,050円 市場価格

カレンダー販売 25.10.18 5,000円

市場価格 日本 :500円

カンボジア :5ドル
カレンダー販売

26.10.15 2,000円

23.11.17 5,000円

カレンダー販売
25.4.1～

30.10.11
35,500円

カレンダー販売 26.10.15 500円

ネパールグッズ販売 25.11.6 1,000円 市場価格 300円 ～2,000円

カレンダー販売 28.10.5 1,000円
市場価格 日本 :500円

カンボジア :5ドル
カレンダー販売 28.10.29 554円

カレンダー販売 29.11.6 2,255円

カレンダー販売 26.10.15 1,000P] 市場価格 日本 :500円

カンボジア :5ドルポス トカー ド販売 25.11.27 500円

ポス トカー ド販売 25.12.13 500円
市場価格 日本 :500円

カンボジア :5ドル

ポス トカー ド販売 25.12.16 500円

市場価格 日本 :500円

カンボジア :5ドル

ポス トカー ド販売 27.10.20 500円

ポス トカー ド販売 27.12 1 1,000円

ポス トカー ド販売 27.12.28 1,500円

書籍販売 25.4.26 1,500円 市場価格



‐

V

カンボジアグッズ販売 26.7.11 500円

市場価格 300円 ～2,000円

カンボジアグッズ販売 28.4.1 1,100円

カンボジアグッズ販売 26.4.30 3,500円

カンボジアグッズ販売 26.6.25 600円

ネパールグッズ販売 26.6.25 500円

ネパールグッズ販売 28.5.23 600円

書籍販売 26.8.1 1,512円 市場価格

書籍販売 25.6.22 1,470円 市場価格

ポス トカー ド販売 27.10 15 1,000円
市場価格 日本 :500円

カンボジア :5ドル

書籍販売 27.6.19 12,000円 市場価格 1冊 1,200円

ポス トカー ド販売 27.10.9 2,500円

市場価格 日本 :500円

カンボジア :5ドル

ポス トカー ド販売 27.5.23 2,500円

ポス トカー ド販売 27.9.24 500円

ポス トカー ド販売 27.9.24 1,000円

ポス トカー ド販売 27.9.24 1,500円

ポス トカー ド販売 27.10.13 2,500円

ポス トカー ド販売 27.11.9 500円

ポス トカー ド販売 27.11.10 1,000円

ポス トカー ド販売 27.11.11 5,000円

ポス トカー ド販売 27.12.14 500円

ポス トカー ド販売 28.1.4 1,000円

ポス トカー ド販売 28.2.1 2,500円

ポス トカー ド販売 28.2.23 500円

カレンダー販売
25.4.1～

30.10.11
440,503円

市場価格

日本 :500円

カンボジア :5ドル

カレンダー販売
25.4.1^Ψ

30.10.11
480,152円

カレンダー販売
25.4.1～

30.10.11
60,000円



第4表付表2(次葉)

V

V

(3)役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取 引先 の氏 名 等
法 人 と の

役務 の提供 の内容
役務の提

'専
月日関 係

対価の額 そ の 他 の 取 引 条 件 等

絵画展広告収入 25.6.17 50,(n)円

絵画展広告収入 25.7.31 50,0∞ 円

絵画展広告収入 25.6.28 50,0∞ 円

25.6.26 18,080円
事務所地震凩実支払い

26.6.27 18,640円

ド ント傷割雅鼓 :払い 26.1.9 10,2∞ 円

25.4.1^シ

26.3.31
1,246,570円

社員 :Z件、役員 :16件

職員 :15件、専門家 :8件

海外傷害保険支払い

26.4.1^ウ

26.8.31
1,140,202円

社員 :13件、役員 :3件

職員 :8件、専門家 :3件

海外傷害側資支払い
26.9.1～

27.3.31
91,530円

役員 :3件、職員 :5件

専門家 :1件

25.9.1^

26.3.31
22,273円

セミナー講師謝金
27.1.16 22,274円

27.12.24 22,272円

25.9.1^´

26.3.31
5,568円

セミナー講師謝金
26.12.24 5,5“ 円

27.12.24 11,136円

25.9.1～

26.3.31
16,705円

セミナー講師謝金
26.12.26 11,136円

27.3.9 5,568円

27.12.24 16,7∝ 円

28.2.24 558円
25.9.1～

26.3.31
∞,977円

セミ着 :部所射金
26.12.24 16,704円

27.3.9 16,705円 儲師謝ω

外部講師 :1コマ 10,∞0円

役職員 :1コマ 5,0∞ 円

左記金御 ま源泉匹祝

27.12.24 16,7∝ 円

28.2.29 16,7∝ 円

25.9.1^‐

26.3.31
38,976円

セミナー講師謝金
26.12.24 22,272円

27.3.9 11,136円

27.12.24 22,272円

28.2.29 16,704円

25.9.1～

26.3.31
5,5“ 円

セミナー講師謝金
26.12.24 5,568円

27.12.24 5,“8円

25.9.1^

26.3.31
5,568円

セミナー講師謝金
26.12.24 5,568円

28.2.24 5568円

25.9.1～

26.3.31
5,568円

26.12.24 5,568円セミナ■講師謝金

27.12.24 5,568F]
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25.9.25 11,137円

26.11.10 11,137円セ

鋼．．「
ナ

27.9.28 11,137円

26.1.20 11,137円

27.1.13 11,137円セ ナー講師謝金

27.10.30 11,137円

セ ナー講師謝金 27.11.26 11,137円

27.1.23 11,137円
セ ナー講師謝金

28.2.12 11,137円

25.9.17 22,2Z円
セ ナ■都 i励∫金

27.10.4 22,274円

25.11.21 11,137円

26.11.5 11,137円セ ナー講師謝金

27.10.25 11,137円

25.12.11 22,274円

27.1.19 22,274円
ミ
ヽセ ナ馬講師謝金

28.1.25 22,274円

25.11.30 22,24円

26.11.17 22,274円セミナー講師謝金

27.12.7 22,274円

セ ナー講師謝金 25.12.18 11,137円

セ ナず新剛 ,金 28.1.18 11,137円

セ ナー講師謝金 28.1.18 11,137円

カンボジアボランテ

ィア参加費収入

25.4.1´‐

26.3.31
3,070,000円

参加費内訳 (25年 8月 )

学生 :150,())(円 ×9名

社会人 :220,∞0円 Xl名

参加費内訳 (26年 3月 )

学生 :1∞,0∞ 円×12名

社会人 :150,∞0円 ×2名

カンボジアボランテ

ィア参加費収入

26.4.1^レ

27.3.31
1,350,0∞ 円

参加費内訳 (26年 8月 )

学生 :1∞,0∞ 円×12名

社会人 :1∞,0∞ 円×2名

カンボジアボランテ

ィア参加費収入

27.4.■‐ヤ

28.3.31
554,220円 参加費値腸1精算 97年 8月 )

29.4.1^‐

30.3.31
1,702,∝Ю円

参加費内訳 (四 年 8月 )

学生 :65,(X()円 ×16名

社会人 :7Q O∞ 円×6名

社会人 :80,5()()円 ×2名

社会人 :8■ 0∞ 円×1名

カンボジアボランテ

ィア参力嵯皐収入

カンボジアボランテ

ィア参力曜学I又入

30.4.1～

30.10.11
1,420,(m円

参カロ費内訳 (30‐午 8月 )

学生 :70,∞0円 ×18名

社会人 :9Q O∞ 円Xl名

キャンセル料 :",∞0円 ×2名

カンボジア研修参加

費収入

26.2.23～

26.3.3
591,000円

参加費内訳

197,0∞ 円×3名

セ ナー受講料収入
25.9.1´ ヽ́

28.3.31
1,170,0∞ 円 50,000～70,0(Ю 円



2 役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営に関する事項

骸:当する事項がある場合にその内容を具体的に記載してください。)

なし

3 支出した寄附金 (寿部 定期間 び申請書の提出 を含t 日から日 申 の日までに支

出し璧 饉 ≧))

ヽ.ン

V

支 出 先 の 名 称 等 住 所 等 支 出 年 月 日 支 出 金 額 寄 附 の 目 的 等

25.6.21 9,800円 運営支援

27.7.24 2,400円 運営支援

".7.28
1,∞0円 運営支援

29.3.31 3,∞0円 運営支援

26_1.17 12,0∞ 円 フィリヒ
°
ン台風緊急支援

26.3.11 1,,12,750円 児童養護施設運営支援

27.3.26 1,797,3∞ 円 児童養護施設運営支援

28.3.3 1,795,5∞ 円 児童養護施設運営支援

29.3.27 1,710,900円 児童養護施設運営支援

30.3.30 1,652,850円 児童養護施設運営支援

27.7.22 729,821円 震災関連活動を行うm支援

27.7.23 お1,085円 震災関童活動を行う鵡0支援

29.9.27 77,000円 九州北部豪雨災害支援

27.4.1～

28_3.31

228,758円 奨学金

28.4.1～

29.3.31

177,721円 奨学金

29.4.1^シ

30.3.31

15Q665円 奨学金

30.4.1´‐

30.10.11

63,035円 奨学金
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書式第 13号 (法第 44条・51条・58条関係 )

認定基準等チエック表  (第 5表 )

住意事:Q

・ 認定基準等チェック表第5表は、法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及び添付する必要

があります。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。

法人名 特定非営利活動法人 JP・ 学校をつくる会 チェック利聞

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事
務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事

項等を記載した書類

へ 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

※閲覧に関する細則 (社 槻́貝:D等がある場合に:よ その細目1(社内側抽 等を添付してくださレ、

同  意

L/tl, '

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した書i⊃

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又}洲哉員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係、る事業の料金、条イ牛その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位 5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 割附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

割附金の額の事業年度中の合計額が20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその割付金の額及び受領年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及びω金並びにその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

/



書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

‐

V

法人名 特定非営利活動法人ЛP・ 学校をつくる会

認定基準等チェック表  (第 6表 )

認定基準等チェック表  (第 7表 )

認定基準等チェック表  (第 8表 )

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し

ていること

チェック欄

事業年度 月  日 月  日 設立年月日 年  月 日

(注意事つ

・ 法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)

は、記載する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法第

55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、改めて記載する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック欄

特定非営禾I活動促進法第 28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

③ ⑤ ◎
ヽ
ン

´
ヽ ◎ ①

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 征
小

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの

利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック‖嗣

′

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第 7表)は、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及

び添付する必要があります。

③ ⑤ ◎ ③ ◎ ① 申 請 時

有 有 有 有 有 。① 有 鉦
か

有



書式第 15号 (法第 44条・51条・58条関係 )

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人 JIIP・ 学校をつくる会 チェッタ欄

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法人
は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取り消され
た場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前 1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特

例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの
口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
し嗜

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法204条等 い )若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しく1渕也方税に関する法律に違反したことにより、

罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 暴力団の構成員等 健2)

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認

定、興 丞び塾定の宣効期固Ω更新の申請時には、所轄税務署長等から交付を受けた納税証明書「その4」 並び
に関係都道府県知事及び市区町村長から交付を受けた滞納処分に係る納税証明書の添付が必要となります)。

5 国税に係る重加算税又1瀕也方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれかに該当する者の有無

認定特定り+着禾I括載法人が認定を取り消された場合又は特伊屈定特定非営禾1括載法人力靖夕罵定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前 1年内に当該認定

特定非営利活動法人又は当該特夕屈定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でそ

の取消しの日から5年を経過しない者の有無

有

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなつた日から

5年を経過しない者の有無
有

特定非営禾1括動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは

刑法第2∝ 条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に

関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受

けることがなくなった日から5年を経過しない者の有無

有

暴力団の構成員等の有無 有 ・(D

い`認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 は い ・

は い ・ いヽ定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人

は い ・

耐
議

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上記 4に係る所轄税務 1署長等から交付を受けた納税証明書

「その4」 並びに関係都道府県知事及び市区町村長から交付を受けた滞納処分に係る ること

(注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る絆禿順正明書も添付すること

(注 2)役員報酬隈程等提出書には添付不要

tl!\ ' ( い国税に係る重力[鱒税又ヤ測地方税に係る塁功唯筆金を課された日から3年を溜EEしない法人

次のいずれかに該当する法人

暴力団 Ev..(!.i
暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 u!'. rfvq

V

V

y

・①



書式第 16号 (法第 44条・ 51条・ 58条関係 )

寄附金を充当する予定の事業内容等

ヽノ

法人名 特定非営利活動法人 ЛP・ 学校をつくる会

(注意事Q
「寄附金の受入及び支出に利用する銀行日座名」については、日座番号は記入する必要はありません。

事   業   名 具 体 的 な 事 業 内 容
実 施 予 定

年   月

実施予定

場所

従事者の

予定人数

受益対象者

の範囲及び

予 定 人 数

寄附金充 当

予  定 額

教育施設の未整備

な地域における学

校建設の協力

小・中学校の新校舎8棟、

付帯設備 (トイレ、井戸、

水タンク)建設等

H31年 4月 ～

H"年 3月

カンボジア

イυヾゥレ

7人 教師・生徒

約

“

∞人

50,000千円

援助を必要とする人

達への教育支援と援

助物資の提供

芸術教育カリキュラム開

発

■31年 4月 ～

■32年 3月

カンボジア 20人 教育関係者

約 50人

2,000千円

音楽・美術教育普及のフオ

ローアップ活動 (学校内の

音楽行事。絵画展の支援、

楽器黎 等)

■31年 4月 ～

■32年 3月

カンボジア 8人 教師・生徒

約2000人

2,000千円

芸術表現活動を通 した、

こども・若者の健全育成及

び地域活1当ヒ支援

■31年 4月 ～

■32年 3月

カンボジア 8人 施設児童他

約 100人

1,700千円

児童養護施設支援 ■31年 4月 ～

■32年 3月

カンボジア 8人 施R曼児童

約 70人

1,700千円

成人のための識字教育

事業

■31年 4月 ～

■32年 3月

カンボジア 10人 識字教育を希

望する成人

100人

1,500千円

地球市民教育を実践

するためのボランテ

ィアの養成と派遣

カンボジアでのボランテ

ィア活動

H31年 4月 ～

■32年 3月

カンボジア 10人 海外ボランテ

ィア活動参加

希望者

約 20人

1,500千円

紛争や自然災害で被害

を蒙った被災地・被災者

´ヽの救援活動や難民・避

,t::1::lil,':,'首
:、

 イリ富1:::11:,:::日 :']

災害発生時の各種支援

活動

H31年 4月 ～

H32年 3月

日本国内

南三陸町他

10人 被災した

地域住民

500千円

割附金の受入及び支出1研 1媚する銀行日座名

みずほ銀行 赤坂支店 普通預金 特定非営利活動法人 JHP・ 学校をつくる会

ゆうちょ銀行 振替口座 特定非営利活動法人 JHP・ 学校をつくる会

みずほ全財子 芝支店 外貨普通預金口座 特定非営利活動法人 JHP・ 学校をつくる会

…ヽ″




